
 第４向陽小学校ＰＴＡ 会 則  

 

 

第１章 総 則 

第１条 名 称 

この会は第４向陽小学校ＰＴＡといい、事務所を第４向陽小学校内におきます。 

第２条 目 的 

この会は、日本国憲法と教育基本法の精神に基づき、保護者と教職員が協力して子ども達の健全な成長 

発達を助けると共に、家庭・学校・地域社会の向上に努めます。 

第３条 活 動 

この会は前条の目的を達成するため、次の目標に従って活動します。 

① 子どもを通して会員相互の学習を進め、教育の向上をはかります。 

② 保護者・教職員と協力し、学級・学年・地区を基礎として活動します。 

③ 教育環境を充実・改善するよう努めます。 

 

 

第２章 会 員 

第４条 会 員 

会員は第４向陽小学校に在籍する児童の保護者と同校勤務の教職員で構成します。 

 

 

第３章 総 会 

第５条 総 会 

① 総会はこの会の最高決議機関で、全会員により構成されます。 

② 総会は定期総会と臨時総会とし、定期総会は年度始め及び年度末に開催します。臨時総会は運営委員が 

必要と認めたとき、または会員の１０分の１以上の要請がある時に開催します。 

③ 総会は会長が召集します。 

但し、会長が必要と判断したときは書面審議（電磁的方法を含む）とします。 

④ 年度始めの総会では、次のことを行います。 

ａ．活動計画の検討と承認     b．予算・決算の審議と承認 

ｃ．会則の改正          d．その他の重要事項の審議 

⑤年度末での総会では、次のことを行います。 

ａ．活動報告の審議と承認          b．会計中間報告の審議と承認 

ｃ．会則の改正                    d．役員・会計監査委員の選出 

ｅ．その他の重要事項の審議 

第６条 議 長 

総会の議長は、出席会員の中から選出します。ただし、運営委員は議長にはなれません。 

但し、書面審議の時は議長の選出は不要とする 

第７条  成  立 

総会は会員の委任状を含む２分の１以上の出席で成立します。 

但し、書面審議の時は会員の 2 分の 1以上の委任状および書面表決書（電磁的方法を含む）で成立します。 



第８条  決  議 

総会の決議は、出席者の過半数の賛成で決定します。 

可否同数の時は、議長の決するところによります。 

但し、書面審議の時は書面表決書（電磁的方法を含む）の過半数の賛成で決定します。 

可否同数の時は、会長の決するところによります。 

 

 

第４章 本部役員 

第９条 役 員 

この会に次の役員をおきます。 

・会長 １名     ・副会長 ２名    ・庶務 ４～６名(内１名は教職員会員) 

・会計 ２～３名(内１名は教職員会員)    ・会計監査 ２名(内１名は教職員会員) 

第９条の２ 顧問 

① 本会に顧問をおきます。顧問には次のものを委嘱します。 

学校長 

② 顧問は本部役員会、運営委員会に出席し、意見を述べることができます。 

第１０条 任 期 

任期は毎年４月１日から翌年３月３１日までの１年とし、再任は認めますが２期までとします。 

３期以上の継続はできません。 

第１１条 職 務 

① 会長はこの会を代表し、この会の財産を管理するとともに、総会の決定に基づいて会務を処理します。 

② 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行します。 

③ 庶務は総会・運営委員会の議事と会の活動を記録し、会合の連絡通知を行います。 

④ 会計は会計業務を処理し、会計報告を行います。 

⑤ 会計監査は、学期末監査のほか必要に応じて随時会計の監査を行い、総会に報告します。 

第１２条 選 任 

役員は立候補制をとり、選挙管理委員長は年度末総会に報告し、総会において公選します。 

 

 

第５章 委員会 

第１３条 構 成 

この会の目的を達成するために、次の委員会を設けます。 

・学級委員会 ・地区委員会 ・特別委員会 

第１４条 学 級 委 員 会 

① 学級委員会は、各学級より学級委員３名を、わかば学級より若干名を選出し、学級懇談会など主として担

任の教師と共に子ども達の学習や生活などについて話し合い学び合って、その解決と向上をはかります。 

② 学級委員の中から正副委員長を互選します。 

③ 学級委員会は、各学級からの意見や要望を運営委員会に申し入れます。 

また、運営委員会の決定事項を各学級に伝えます。なお、必要に応じて学年として学習会や懇談会を 

開催します。 

第１５条 広 報 委 員 会 

広報委員会は、２０２２年３月末日をもって廃止とし、その役割は学級委員に委嘱します。 

第１６条 地 区 委 員 会 



① 登校区域内にいくつかの地区を設けます。各地区から児童数に応じた人数の地区委員を選出します。 

地区委員の中から正副委員長を互選します。 

② 地区委員は地区懇談会など、主として子ども達の郊外生活の向上と地域環境の改善と校区内における子

ども達の安全のための活動をします。 

第１７条 教 養 委 員 会 

教養委員会は、２０２２年３月末日をもって廃止とし、その役割は学級委員に委嘱します。 

第１８条 特 別 委 員 会 

 運営委員会が必要と認めた時は、特別委員会をおくことができます。 

第１９条 任 期 

任期は１年とし再任は妨げない。補佐のため選任された委員の任期は、前任者の任期の残留期間とする。 

 

 

第６章 運営委員会 

第２０条 運 営 委 員 会 

① 運営委員会は、この会の運営と活動に責任をもつ最高執行機関で、会計監査を除く本部役員、学級正・副

委員長、地区正・副委員長で、構成します。 

② 運営委員会は、本会運営の必要な事項を審議・実行する。また、各委員会で立案された活動計画・予算案

と活動報告、決算案などを検討し、総会に提出します。 

③ 運営委員会は、必要に応じて開催します。 

 

 

第 7 章 本部役員会 

第２１条 本 部 役 員 会 

① 役員会は会計監査を除く全ての役員で構成し、年度当初、各委員会および運営委員会の成立をはかりま

す。 

② 役員会は運営委員会の議案などを準備します。 

 

 

第８章 会 計 

第２２条 会 計 年 度 

この会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとします。 

第２３条 会 費 

会費は、１世帯につき毎学期あたり７３０円徴収します。 

転入、転出については在籍学期分を徴収します。 

第２４条 会 計 報 告 

決算は、会計監査を経て次年度の年度始めの総会で承認を受けます。 

 

 

第９章 弔慰規定 

会員および児童の死去のとき、または運営委員会が必要と認めた場合は別に定める規定に従って弔慰金を 

おくります。 



 

 

第１０章 会則の変更 

第２５条 方 法  

この会則は総会によってのみ変更することができます。ただし内規は運営委員会の決議により改廃ができま

す。この内容は、総会に報告します。 

第２６条 付 則 

この会則は２０１７年３月３日に改正、２０１７年４月１日より施行する。 

この会則は２０１９年２月２５日に改正、２０１９年４月１日より施行する。 

この会則は２０２０年６月２４日に改正、同日より施行する。 

この会則は２０２１年２月２６日に改正、２０２１年４月１日より施行する。 

この会則は２０２２年３月１０日に改正、２０２２年４月１日より施行する。 

この会則は２０２３年３月７日に改正、２０２３年４月１日より施行する。 

この会則は２０２４年３月１２日に改正、２０２４年４月１日より施行する。 



内  規 

１)弔慰規定 

① 会員および児童の死去弔慰金は、供花等の費用相当とします。 

② 学級単位などで集金弔慰してはならない。また弔慰に対する答礼もしてはならない。 

 

 

２)選挙管理委員会 

① 地区委員より５名を推薦し選挙管理委員会を構成します。委員の中から委員長を互選します。 

② 選挙管理委員会は、毎年１１月～１２月に期間を定めて役員選出にかかわる告示ならびに立候補受付の

選挙事務を行います。 

③ 定められた期間に立候補の届け出が定数に満たない場合は、推薦委員に委嘱します。 

④ 選挙管理委員会は、年度末総会に立候補者（自薦・推薦）を報告し公選または信任を受けるものとします。 

⑤ 定数を超える立候補があった場合は、４)項に役員選挙管理規定を定めます。 

 

 

３)役員候補者資格 

役員に選出される資格は、立候補時および選挙時において次の通りとする。 

① 第１学年から第５学年に児童が在籍していること。 

② 第６学年に児童が在籍もしくは以前に児童が在籍し、次年度に児童が入学することが確実であること。 

 

 

４)役員選挙管理規定 

第１条 選挙管理 

選挙は選挙管理委員会において次の業務を行います。 

1. 立候補者の発表 

2. 選挙公報の発行 

3. 投票および開票の管理 

4. その他選挙に必要な事項 

 

第２条 選挙の方法 

1. 投票用紙は選挙管理委員会が定め、選挙を行う際に公布します。 

2. 開票は投票締め切り後直ちに行い、選挙管理委員長は投票数の確認・有効・無効の判定、立候補者 

特別得票数の算定、その他開票結果の発表を行います。 

 

第３条 投票資格者 

選挙の投票資格者は、ＰＴＡ（１世帯１名）とします。 

 

第４条 投票の方法 

投票の方法は次のとおりとします。 

1. 会長および会計は単記、副会長および庶務は定数内の連記とします。 

2. 投票は原則として、総会当日の所定の時間に行います。 

 

第５条 当選者の決定 

当選の決定は次のとおりとします。 

1. 単記投票、定数内連記投票のいずれも、有効投票の最多数を得た定員までを順次当選者とします。 

2. 得票同数者が定員の枠内にまたがった場合は、抽選を行います。 

3. 候補者が定員と同数または定員以内の場合は、総会での信任により選出します。 



第６条 無効投票 

無効投票は次のとおりとします。 

1. 所定の投票用紙に記載しないもの。 

2. 定数を超えて記載したもの。 

3. 判読できないもの。 

 

第７条 疑義の解釈 

この規定に疑義が生じた場合の解釈は選挙管理委員会においておこないます。 

 

 

５） 推薦委員会 

① 推薦委員は、各学年の委員より２名を選出します。ただし、一度推薦委員を務めたことがある者につい

ては選出しない。（立候補の場合はこの限りでない。) 推薦委員の中から正副委員長を互選します。 

② 推薦委員会は、推薦された者の中より本人の承諾を得て、役職ごとに候補者を決定し、選挙管理委員会

に届け出ます。 

③ 推薦委員会において推薦する者が定数に満たない場合は、本部・学校との協力のもと候補者を決定する。 

 

 

６）本部役員・各正副委員長・学級委員の任期後の選出免除等について 

(１) 学級委員選出にあたっての申し合わせ 

① 役員・委員任期後の学級委員選出免除期間 

・会長・・・・・永年免除 

・本部役員・・・・・任期１年につき３年の免除、任期２年（連続は問わず）につき永年免除 

・学級正副委員長・地区正副委員長・・・・・２年の免除 

・学級委員・・・・・１年の免除 

・地区委員・・・・・免除期間なし 

※学級委員任期後の免除は、委員を務めた学級の児童においてのみ有効 

※会長・本部役員・学級正副委員長・地区正副委員長任期後の免除期間は、同一世帯のすべての児童において

有効 

② 学級委員は児童一人につき 1 回務めることを原則とし、役員・委員（地区委員を除く）未経験者を優先し

て選出する。ただし、立候補の場合はこれを妨げないものとする。 

③ 複数児童がいる場合は続くことがある。 

④ 学級委員選出の対象外となるためには（免除期間中の者を含む）、PTA の定める所定の申し出をする必要

がある。 

⑤ クラスの人数の加減で、④の申し出を行った者以外の人数が学級委員定数（補欠含む）を下回る場合は、

免除期間経過後の役員・委員経験者を選出対象に加えることとする。（同じ児童につき 2 回目の学級委員

となる場合は正副委員長は免除とする。） 

⑥ 学級委員は地区委員および本部役員と兼務できない。 

 

(２)地区委員選出にあたっての申し合わせ 

① 地区委員に関しては、地域の状況が異なる為、学級委員選出免除期間であっても選出されることがある。

（2 回目の地区委員となる場合は、正副委員長は免除とする）ただし、会長を務めたことがある者を除く。 

② 地区委員は学級委員および本部役員と兼務できない。 

 

(３)各委員会の正副委員長選出についての申し合わせ 

① 各委員会の正副委員長を抽選により選出する場合には、一度運営委員（本部役員、学級正副委員長、地区

正副委員長）を務めたことがある者については選出しない（立候補の場合はこの限りでない）。 

② 学級正副委員長の選出については、学級委員を務めた児童において 2 回目の学級委員となる場合、正副



は免除とする。 

③ 地区正副委員長の選出については、地区委員二巡目となる場合、正副は免除とする。 

 

(４) わかば学級在籍児童の通常学級での学級委員選出について 

① わかば学級在籍の児童については、通常学級での学級委員選出は免除する（わかば学級に在籍する児童に

のみ適応）。ただし立候補はこれを妨げない。 

 

 

７）付則 

この会則は２０１７年３月３日に改正、２０１７年４月１日より施行する。 

この会則は２０２２年５月２６日に改正、同日より施行する。 

この会則は２０２３年３月７日に改正、２０２３年４月１日より施行する。 

この会則は２０２４年３月１２日に改正、２０２４年４月１日より施行する。 



役員および委員の免除期間については内規の通りですが、判読性に欠けるため表にしました。

別表１：役員・委員任期後の選出免除期間

学級委員選出 地区委員選出 学級正副委員長選出 地区正副委員長選出
※兄弟児がいる場合

の有効範囲

1 会長

2
本部役員

（会長・会計監査を除く）

任期１年につき３年の免除、任

期２年（連続は問わず）につき

永年免除

3
学級正副委員長

地区正副委員長
２年の免除

4 学級委員 １年の免除
同じ児童につき２回目の

学級委員は免除
免除期間無し

委員を務めた学級

の児童にのみ有効

5 地区委員 免除期間無し 免除期間無し
二巡目の地区委員は

免除

同一世帯のすべて

の児童に有効

※旧広報正副委員長、旧教養正副委員長の経験者は学級正副委員長に準ずる。

※旧広報委員、旧教養委員の経験者は学級委員に準ずる。

　　　　　　　　　選出

 経験した役員・委員

永年免除

同一世帯のすべて

の児童に有効

地域の状況が異なる為、

学級委員選出免除期間で

あっても地区委員には選

出されることがある

永年免除

永年免除
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